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【日時】  平成２０年１月３０日（水） 午後３時～４時４０分 
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【傍聴者】 １１名 

 

   【議事日程】１． 開会 

２． 会長挨拶 

３． 議事 

（１）学校規模適正化にむけての校区再編に伴う審議会案の作成について 

（２）その他 

４． 閉会 



第９回 教育問題審議会 会議録 

                   日時： 平成２０年１月３０日(水) 
                       午後３時～４時４０分 

場所： 泉南市埋蔵文化財センター講堂兼視聴覚室 
 
○教育部長 それでは、時間が参りましたので、開会したいと思います。 
皆さん、どうもこんにちは。本日は御多用の中、御参集いただきまして、まことにありがとうございます。 
ただいまから、第９回教育問題審議会を開会させていただきます。 
なお、本日は既に出席委員が過半数を超えておりますので、適法に成立しておりますことを御報告させて

いただきます。 
本日は、事前に、中学校ＰＴＡ代表のＴ委員、区長会代表のＦ委員から欠席の御通知がありましたので、

御報告いたします。 
また、当審議会の議事録は泉南市情報公開条例に基づきまして、請求があれば公開対象となります。発言

者の氏名は原則としてそのまま公表することになっておりますので、御承知おきください。ただし、ホーム

ページでの議事録の公表につきましては、氏名についてはアルファベットといたします。 
では、事前配付させていただきました資料は、本日、御審議いただくたたき台となります審議会案でござ

います。また、本日の配付資料につきましては、ペーパー２枚と、それから、審議会案の校区図になってご

ざいます。 
ペーパーにつきましては、鳴滝一・二小統合から一丘小学校までの児童数を記入した分、それと、地区別

児童数ということで、平成１９年１２月１日現在の信達小学校区の地区別児童数の資料と、それから、この

地図ですね、審議会案の校区図の資料となってございます。 
御確認いただきまして、もしなければ、予備がありますので、また配付いたしたいと思います。 
それでは、会長の方にバトンタッチさせていただきたいと思います。 
どうぞよろしくお願いいたします。 

○会長 皆さん、こんにちは。 
寒い中、審議会に御参集いただきましてありがとうございます。 
第９回の審議会ということであります。随分やってきたなというふうに、回数をながめながらも感じてい

るところでございます。 
皆さんの熱心な御議論によりまして、ようやく、審議会案の一つの形が見え始めてきたのではないかと思

います。 
本日も、熱心な討議によりまして、よりよい案をまとめていただきますようお願いをして、ごあいさつに

かえたいと思います。 
それでは、本審議会は公開が原則となっております。本日、傍聴の申し込みはありますでしょうか。 
それでは、傍聴申し込みがあるようです。傍聴を許可してよろしいでしょうか。 
それでは、傍聴を許可しますので、事務局の方、入場の誘導をしてください。 

(傍聴者入場) 
○会長 それでは、本日の議事に入っていきたいと思います。 
前回の審議会では、会長試案として提案をいたしました、学校規模適正化に向けての校区再編案につきま



して、審議委員の皆さんから積極的な意見をいただいてきたところであります。 
本日の審議会におきましても、貴重な御意見をお願いしたいと思いますが、そのためにも、この前の審議

会の議論を受けまして作成をいたしました審議会案を、事務局の方から皆さん方に事前に配付をさせていた

だきました。まず、その審議会案、少し、ページ数、分厚くなりますので、事務局の方に代読をお願いした

いと思いますので、事務局の方、よろしくお願いいたします。 
○教育部参与 
ちょっと長いので、座って読ませていただきます。 
泉南市教育問題審議会案 平成２０年１月３０日 
１．諮問内容について 
平成１６年４月に、泉南市教育委員会より、「これからの泉南市の教育のあり方について」の諮問を受け

た前教育問題審議会は、就学前教育部会、学校教育部会、地域家庭教育部会の３部会に分かれ、幼稚園、

学校、地域家庭の今後のあり方について話し合いを重ね、平成１８年３月に答申を出すに至った。 
しかし、学校教育部会における、「学校規模適正」に向けての校区の再編については、審議会の中間報告

において示した具体案に対し、一部、住民から反対意見が出され、それをきっかけとして、これにかかわ

る部落差別事象が発生したために、住民の意見を聞き、調整する時間的余裕を失する結果となり、具体案

を作成するには至らなかった。 
本審議会は、前審議会答申における、「平成１８年審議会における学校規模適正化の具体案の議論は、今

般生起した部落差別事象を踏まえ、本答申における以下の方策を基本として、詳細の調整を行うものとす

る。」という文言に基づき、答申に示された教育の基本理念と新たな施策の展開を実現するための、「学校

規模の適正化」の具体案作成について諮問されたものである。 
２．審議の前提となる前審議会答申が示した「学校規模適正化」にかかる認識 
ここで、再度、本審議会の審議の前提となった、前審議会答申が示した「学校規模適正化」にかかる認

識について整理する。 
●前審議会学校教育部会に与えられた学校規模適正化にかかわる任務 
泉南市においては、人口変動やその他の理由で、過去に小中学校の増設や校区再編を実施してきたが、

近年の急速な少子化や、市内の宅地開発の粗密の差異によって、校区ごとの児童・生徒の人数に不均衡が

生じている。これらの不均衡がどの程度のものであり、それが将来において、泉南市の教育に及ぼす影響

を診断し、不均衡是正の是非と、是正するのであれば、その具体的方策の検討が専門部会に与えられた任

務であった。 
●大規模校にかかわる認識 
人口増による大規模校化は、教室の不足、特別教室の不足や利用頻度の低下、校庭の過密など、教育活

動の適切な運営に大きな支障をもたらし、児童・生徒の健全な発達及び個性と学力の伸長にとって妨げと

なる。また、学校規模の増大は、互いに顔や名前も知らないという事態をふやし、人間関係の希薄化を生

み、温かい人間関係の中で教育を行うことが困難となる。過度の大規模化は一刻も早く改善されるべき問

題である。 
●小規模校にかかる認識 
少子化の急激な進行により、泉南市においても、著しく学級数の減少が進行する学校が幾つか生じてい

る。学校の小規模化は、地域との密着や家族的な雰囲気の中で、子ども一人当たりに対する教員数ほかの



資源においてゆとりが生じるなど、当該校においてメリットをもたらしてきた側面もある。ただし、その

メリットは子ども一人当たりの公費支出が小規模校では他校よりも相当大きくなり、その面での不均衡を

拡大させることにも注意が必要である。 
しかし、その一方で、クラス替えができないことによる人間関係の固定化によって、いじめなどの人間

関係の問題に対応しにくい構造を生み出し、クラス活動やクラブ活動などの集団活動が困難となり、選択

肢が限られるなどのデメリットも大きい。 
特に、近年では、小集団指導や選択科目など、教科・領域に応じた柔軟な集団編成によって、一人一人

の個性と学力を最大限に伸ばす教育方法が注目されているが、小規模校での実施は大変困難である。また、

担任数の減少によって、教員一人当たりの学校業務負担が大きくなり、場合によっては十分な対応ができ

ない事態が生じることとなる。 
●学校規模適正化のための原則 
①教育理念を尊重し、財政とのバランスがとれた適正化 
②将来における適正化措置を見通した方法の選択 
③子どもの最善の利益を優先する適正化 
④人権を尊重する適正化 
⑤中学校区の教育コミュニティづくりを基盤とする適正化 
以下につきましては、資料として後ろに載せさせていただいております。 
３．審議の経過及び審議会案作成の視点 
平成１８年７月に、泉南市における小学校の適正規模・適正配置に関して、本審議会がスタートし、審

議を重ねてきた。 
本審議会の立ち上げは、前の審議会での校区再編にかかる審議途中で、同和地区を含む校区を忌避する

という差別事象が生起し、校区再編の審議が十分にできなかったことにある。 
本審議会においても、審議の中で差別事象の内容を確認するとともに、差別を許さないとの視点で議論

を深めることを確認した。 
また、学校規模適正化の方策を検討するに当たり、大人の事情や利害ではなく、子どもの最善の利益を

優先する適正化ということで議論を深めることも確認した。 
これらの確認を経て、学校施設の様子、通学路などを審議会として見て回るとともに、学校長からの意

見聴取、教職員からのアンケート調査、４中学校区での市民と語る会を通して、保護者や地域住民からの

意見聴取を行った。 
泉南市の人口動態、とりわけ、児童数の動向について、最新の詳細なデータ分析を行い、客観的で科学

的な根拠に基づく結論を導き出すことに努めた。 
これまでの本審議会の議論を受け、 
（１）子どもの最善の教育を受ける権利を実現 
（２）差別を許さない 
（３）科学的な根拠に基づく結論を導き出す 
の３点を、学校規模適正化を検討する際の柱とし、会長試案を作成した。 
その後、会長試案をもとに、議会、ＰＴＡ、区長会をはじめ関係団体からの意見集約を行い、試案に対

する意見の論点整理を図り、本審議会案を作成した。 



本審議会では、「適正化にあたっては、本教育問題審議会において確認された教育理念がより促進される

方向で方法を選択する必要がある」という前審議会答申を踏まえ、泉南市の教育の現状維持ではなく、前

審議会答申で示された教育課題の克服、教育理念の実現のための適正化をめざし、審議を重ねてきた。 
その視点で、本審議会案に対する市民の皆様からのパブリックコメントを求め、その後、それらも参考

にしつつ、最終答申をまとめたいと考えている。 
４．学校規模適正化について 
４－１．学校規模の適否の状況 
前審議会の答申を受けて、適正な学級規模のガイドラインとして、国の現行法が、『小学校の学級数は、

１２学級以上１８学級以下を標準とする。ただし、地域の状況、その他により、特別な事情のあるときは、

この限りではない』（学校教育法施行規則第４１条、中学校は第７９条で準用）と述べていること、大阪府

学校教育審議会答申が、『小学校は少なくとも１学年各２学級（１２学級）、中学校においては、同様に１

学年各４学級（１２学級）程度の規模が望ましい』（平成１０年５月２１日第２分科会答申）と述べている

ことを参考として、以下のように学校規模の適正基準を設定する。（いずれも１学級定員４０人を基準とす

る。） 
４－２．適正化の対象認定 
①大規模校の是正 
泉南市としては、急速に少子化が進行していると思われるが、一部校区については、宅地開発等に伴い

人口増となり、結果として、大規模校が存続する状況がある。 
泉南市としては、普通学級が２５学級以上の学校については、速やかに適正化の措置を講ずることとし、

１９学級以上２４学級以下の学校については、総合的な政策により１８学級以下にすることをめざす。 
この基準に照らした場合 
○前審議会で対象認定されていた樽井小学校については、現状は２７学級あるが、平成２５年度には２

０学級になり、以後、児童数は減少傾向にある。しかし、当面は２５学級以上あり、今後も、１９学

級以上が見込まれるため、総合的な政策により是正措置が必要である。 
○信達小学校については、現状で２５学級となっており、今後、児童数は増加傾向にあり、平成２５年

度には９３０名を超え、２７学級になると推測されるため、ただちに是正が必要である。 
②小規模校の是正 
少子化の急激な進行により、泉南市においても、著しく学級数が減少し、小規模校化してきている。そ

の結果、各学年１学級になったり、１学級の学級規模が非常に少人数であったり、安定的な２学級の維持

ができず、毎年、学級数の変動を気にしなければならない状況が生まれている。 
６学級未満の学校については、速やかに是正措置をとることとし、６学級以上１１学級以下の学校につ

いては、総合的な政策により１２学級以上にすることをめざす。 
この基準に照らした場合、 
○東小学校については、児童４９人、４学級となっており、今後も減少傾向にある。この後の人口減少

によって、学級数減少はさらに進むと予想され、早急な是正が必要である（そのための措置として、

平成１９年度より、すでに特別認定校制度を実施している）。 
○鳴滝第一小学校は６学級であり、今後も、全学年単学級の状態が続き、さらに、１学年の人数は１０

人前後で推移していくことが予想される。 



○鳴滝第二小学校は、現状７学級で、今後は、全学年単学級になり、１学年３０人前後で推移していく

と考えられる。 
○雄信小学校は、現状７学級であり、今後は、１学年４０人前後を推移し、全学年単学級になる可能性

を常に秘めている。最近の宅地開発により、多少の増加が見込まれる可能性もあるが、安定的な複数

学級の維持は難しい。 
○新家東小学校は、現状１１学級であるが、今後、安定的な複数学級の維持は難しく、平成２３年度以

降は、全学年単学級になり、１学年３０人前後で推移することが予想される。 
４－３．学校規模適正化の具体的課題 
①信達小学校の過大解消に向けて 
【方策】 
１）隣接する鳴滝第二小学校、東小学校、一丘小学校、雄信小学校、西信達小学校との間で校区を再編

する。 
２）通学距離が著しく長くなる再編に関しては、通学バスやコミュニティバスによる通学の安全・利便

性確保を必要条件とする。 
【具体案】 
１）市道信達樽井線大阪側及び国道２６号線より海側、すいません、ここから、地図を見ていただけれ

ばよりわかりやすいと思います。海側（牧野、市場、樽井１丁目、中小路）を鳴滝第一小学校、鳴

滝第二小学校区が統合された小学校の校区との調整区とする。 
２）信達大苗代を一丘小学校区との調整区とする。 
３）朝日山団地、関空山の手台及びその周辺を雄信小学校区とする。ただし、この措置は、通学バスや

コミュニティバスによる通学の安全・利便性確保を必要条件とする。 
②樽井小学校の過大解消に向けて 
【方策】 
１）隣接する鳴滝第一小学校、鳴滝第二小学校、雄信小学校との間で校区を再編する。 
【具体案】 
１）市道信達樽井線大阪側の樽井１丁目、樽井７丁目を、鳴滝第一小学校、鳴滝第二小学校が統合され

た小学校の校区との調整区とする。 
２）現在の調整区の浜区に加えて、サザンコーストを新たに調整区とする。 
②東小学校の過小解消に向けて 
【方策】 
１）隣接する信達小学校、砂川小学校との間で校区を再編する。 
２）通学距離が著しく長くなる再編に関しては、通学バスやコミュニティバスによる通学の安全・利便

性確保を必要条件とする。 
３）特別認定校制度によって、他校区からの通学を認める（平成１９年度より実施）。 
【具体案】 
１）特別認定校制度によって、他校区からの通学を認める（平成１９年度より実施）。受け入れの目標は、

短期的には複式学級の解消とし、中・長期的には単学級解消をめざす。特認校の認可の条件として、

環境教育をテーマとする教育内容の思い切った特色化を図るなど、在籍者数をふやすための明確な



政策をとることとする。また、学校・保護者・地域住民・学識経験者による特別認定校運営審議会

を常設し、地域住民や外部との協働によって、児童募集及び児童数拡大のための諸事業を行う。 
③鳴滝第一小学校・鳴滝第二小学校の小規模是正に向けて 
【方策】 
１）鳴滝第一小学校は、今後も全学年単学級の状態が続き、さらに、１学年の人数は１０人前後で推移

していくことが予想される。鳴滝第二小学校も、今後は、全学年単学級の状態になり、１学年３０

人前後で推移していくことが予想される。総合的な政策により、１２学級以上をめざすために、鳴

滝第一小学校と鳴滝第二小学校を統合し、小規模是正を行う。 
２）隣接する信達小学校、樽井小学校との間で校区を再編する。 
【具体案】 
１）鳴滝第一小学校と鳴滝第二小学校を統合する。 
２）信達小学校区のうち、市道信達樽井線大阪側及び国道２６号線より海側（牧野、市場、樽井１丁目、

中小路）を鳴滝第一小学校と鳴滝第二小学校区が統合された小学校の調整区とする。 
３）樽井小学校区のうち、市道信達樽井線大阪側の樽井１丁目、樽井７丁目を、鳴滝第一小学校、鳴滝

第二小学校が統合された小学校の調整区とする。 
④雄信小学校の小規模是正に向けて 
【方策】 
１）隣接する樽井小学校、信達小学校との間で校区を再編する。 
２）通学距離が著しく長くなる再編に関しては、通学バスやコミュニティバスによる通学の安全・利便

性確保を必要条件とする。 
【具体案】 
１）現在の調整区に加えて、サザンコーストを新たに調整区とする。 
２）信達小学校区のうち、朝日山団地・関空山の手台及びその周辺を雄信小学校区とする。ただし、通

学バスの運行、コミュニティバスの活用など、雄信小学校への通学の安全性・利便性を確保するこ

とを措置の条件とする。 
⑤新家東小学校の小規模是正に向けて 
【方策】 
１）現在、飛び地となっている地区は、本来、新家小学校区とすべきであるが、新家東小学校の小規模

化が進行しないようにするための一過的措置として、これを新家東小学校区に据え置くこととする。 
２）新家東小学校の小規模解消については、今後もこのまま児童数減が続き、全学年単学級になった場

合には、新家東小学校と隣接する新家小学校の児童数の推移を見守り、平成２５年においても、両

校児童数の減少傾向が続くようであれば、新家小学校と新家東小学校の統合を視野に、小規模是正

を行う判断をする。 
【具体案】 
１）現在、飛び地となっているファミール南大阪は、本来、新家小学校区とすべきであるが、当該マン

ションが新家東小学校区に極めて近いという条件を考え、新家東小学校の小規模化が進行しないよ

うにするための措置として、これを新家東小学校区に据え置くこととする。 
２）新家東小学校区の小規模解消については、今後もこのまま児童数減が続き、全学年単学級になった



場合には、隣接する新家小学校との校区再編を考えるべきである。しかし、現在、１４学級の新家

小学校においても、現在をピークに児童数は減少し、平成２５年度以降の入学児童に関しては、１

学年１学級で続く可能性がある。よって、両校の児童数の推移を見守り、平成２５年度においても

減少傾向が続くようであれば、総合的な政策により、新家小学校と新家東小学校の統合を視野に小

規模是正を行う判断をする。 
８ページ。 
４－４．学校規模適正化をすすめるにあたって 
①統合にあたって 
学校を統合するにあたっては、学校運営・教育内容、施設・設備等についてさまざまな準備が必要にな

るだけでなく、子どもの心のケア、統合に伴う保護者負担の軽減、教職員配置、交流事業の支援等さまざ

まな配慮を欠かすことができない。これらについて、詳細に盛り込んだ実施計画を作成し、それに基づき、

地域・保護者・行政の代表を含めた準備委員会を立ち上げ、保護者・地域住民の理解を得ながら、子ども

の立場に立って丁寧に統合にむかって取り組んでいく必要がある。 
前審議会答申で示された教育課題の克服と教育理念の実現のため、モデル校として最大限の支援が必要

である。 
②校区再編にあたって 
校区再編にあたっても、統合の場合と同様、施設設備面はもちろん、配慮事項も含めた実施計画を作成

し、保護者・地域住民の理解を得ながら、子どもの立場に立って丁寧に再編にむかって取り組んでいく必

要がある。 
③実施にあたっての導入方法 
実施時期を明示し、上記の実施計画に基づき一斉に行うこととする。 
④適正な通学距離と通学上の安全の確保 
適正化をするにあたって、通学距離が著しく長くなる、あるいは通学上の安全に問題が生じる場合は、

適正な通学距離と通学上の安全の確保のために、適切な対応策がとられなければならない。通学バスの整

備や、市長部局と連携してコミュニティバスを通学目的に活用するなどのことを具体的に検討すべきであ

る。 
⑤「調整区」について 
今回の適正化にあたっては、「可能な限り『飛び地』や『調整区』を廃止し、また、新たに設置しないも

のとする。」との方向で審議を行ってきた。 
しかし、それぞれの地域には、大切にしている伝統的な地域コミュニティが存在しているため、校区再

編について十分な地域住民の合意が得られず、結果として、『調整区』を新たに設置することとなった。 
将来的には、『調整区』の児童生徒数の動向を注視し、今回の課題として残された『調整区』について、

前の審議会答申でうたわれた子どもを中心に据えた新たな教育コミュニティとしての単一校区となるよう

検証を行っていく必要がある。 
なお、今回、新たに『調整区』を設置したことにより、当該地域住民、保護者が『調整区』を十分に理

解し、適切な学校選択ができるよう、就学時検診の通知、就学通知書等で明確に『調整区』を示すよう要

望する。 
また、『調整区』の実施については、学校規模適正化に向け、可能な限り早期の実現が図られるよう要望



する。 
１０ページからの資料につきましては、前審議会の中身でも示されておりますので、省略させていただき

ます。 
○会長 ありがとうございました。 
続きまして、本日、２枚、資料が用意をされています。この資料説明を事務局の方でお願いします。 

○教育部次長 
この２枚の資料につきまして、簡単に御説明申し上げます。 
まず、Ａ４、縦置きの資料の方をごらんいただけますか。 
これは、第５回審議会のときにお示しいたしました、児童推計、平成２５年の見込みをもとに、今回の案

で調整区とされた部分の１０％から５０％、調整区のうちの１０％から５０％が移動すると見込んだときの

予測の児童数を入れてございます。平成２５年の見込み、各表の一番下の欄が見込みということで、その下

の欄外の数字が、そのときの学級数ということになります。各小学校区ごとに１０％から５０％の間で調整

区から移動したというときの見込み数でございます。 
それから、もう１枚の、Ａ４、横置きの資料ですが、これは、平成１９年１２月１日現在の信達小学校区

のうち、大苗代地区、あるいは国道２６号線より海側の樽井１丁目、２丁目等、それから、府道泉佐野・岩

出線の新しい道路より阪南市側に位置しております関空山の手台、朝日山住宅、それから、その周辺地区の

現在の児童数ということでございます。 
以上でございます。 

○会長 ありがとうございました。 
調整区を設けた場合においても、児童生徒数の適正規模の中におさまるかどうかということのシミュレー

ションで、事務局の方に資料作成をしていただきました。ただし、調整区から何％調整対象校に児童生徒が

行くかは定かではありませんので、仮にということで、１割から５割の幅を持たせて、児童生徒の推計数を

勘案をしていただいたわけであります。 
これによりまして、そういった前提ではありますが、調整区を設けることによっても、当初の大目標であ

ります、児童生徒数の学校規模適正化という線はクリアできるということとして、資料を御参照願いたいと

思います。 
それでは、ただいまから、この審議会案全体につきまして、事務局の方に、かなり長文になりましたが、

代読をしていただいた、この全体につきまして、どなたからでも結構です、また、どの点についてでも結構

でありますので、御意見がありましたら積極的に出していただきたいと思います。 
いかがでしょうか。 

○Ｃ委員 最後の資料について、理解できなかったのでちょっとお聞きします。 
１０％から５０％来る場合の予測ということで、極めて幅が広いんですけれども、例えば、私、浜区なん

で、浜を考えると、調整区を設定した場合の浜区の「１５、１７、１５，１５、３０，２４」と雄信小は増

えていって、樽井小から減るということなんですけれども、これは何％になってるんですか。１０から５０

というあいまいな数値ですけれども、ここに出された数値は何％でやられてるんですか。 
○教育部次長 ここに上げさせていただいた数字も、浜区、例えば、１年生をごらんいただきたいんですが、

１５名のうち１０％ということで２名、その場合は５２名になります。 
それから、５０％移動すると考えた場合は、８名と計算しまして、５８名と、そういうふうな計算でござ



います。 
○Ｃ委員 これ、例えば、浜区、１５、１７、１５というのは現状数ですか。現状の数字なんですか。 
○教育部次長 平成２５年の予測児童数でございます。 
○Ｃ委員 平成２５年に各学年がこの数値になると。そこから２０％とって、３、３、３、３、４、４とな

ってるわけですね。 
そしたら、１０％から５０％抜けた場合の予測となっている、ここ一応２０％という数値計算をしてるん

ですね。 
○教育部次長 一番小さい左側の数字が１０％移動した場合。それから、一番大きい５８というのが、５０％

移動したと。 
○Ｃ委員 ちょっとわかんないです。左とはどれですか。 
○会長 平成２５年見込みの、一番下の８３から９５というのが、１０％の場合は８３人になると。５０％

の場合は９５人になると。 
○Ｃ委員 そういうことなんですね。わかりました。 
○会長 ほか、いかがでしょうか。 
○Ｍ委員 すいません． 
８ページの、「統合にあたって」、①の後ろの方なんですけれども、この２行ですね、「前審議会答申で示

された教育課題の克服と教育理念の実現のためのモデル校として、最大限の支援が必要である。」と、こうい

うふうに書いてくれてまして、このモデル校ということですから、施設設備の素晴らしさはもちろんのこと、

前審議会で示されていますように、すべての子どもの学力が向上して、すべての子どもの学力が保障される

と。 
それから、安心・安全があって、いじめや差別のない学校であると。 
それから、３点ですけれども、保護者や地域の人の理解があって、支援があって、地域参画のある学校、

いわば、学校を核とした教育コミュニティのある学校と、そういうふうにしていっていただきたいし、して

いかなければならないと思っているわけです。 
モデル校ですから、泉南市の他の学校のモデル校として、泉南市一のすばらしい統合した学校と。大阪府

でも一番ええなというぐらいの学校にしていかなければならないと思ってます。 
したがって、調整区の話がありましたけれども、調整区からも、たくさんの子ども達が通ってくると、そ

んな学校にしていかなければならないと。 
そういった意味で、この部分を、もう少し具体的な記述でお願いしたいと思います。 

○会長 ありがとうございました。 
幾つか御意見いただいてから整理していきたいと思いますが、ほか、いかがでしょうか。 
今、統合にあたって、８ページですね、４－４、最後の２行のところ、内容を含めて、もう少し詳しく記

述なり押さえるべきではないかという、Ｍ委員から御意見いただきましたが、ほかの委員の皆さん、いかが

でしょうか。 
○Ｄ委員 これ、審議会案が今日示されたわけでございますけれども、この件について、会長の御見解をひ

とつお聞かせいただきたいんですけれども。 
先ほどもお話がございました。当然、当初は、一昨年の教育問題審議会の学校教育部会の方で、いろいろ

な具体案やあるいは審議をされたわけでございます。その一部地域の反対が出て答申に至らなかったと。そ



ういうことで、そのことが伏線になっているのかどうかわかりませんけれども、今回のこの案を見ますと、

基本的には何の解決にもなってないのかな、大規模校、小規模校の改善に当たっては何の解決にもなってな

いのかなと。ただ、成果としては、鳴滝一小、二小の統合が一つの成果として出てきたんでしょうけれども、

当初の調整区あるいは飛び地をなくすという基本概念から見て、あるいは大規模校、小規模校の解消から見

て、果たしてこの案で、そのことが基本的に解消されたのかなと。逆に、調整区が増えることによって、そ

の調整区対象の地域の父兄の混乱を起こすのではないのかなと、こういう心配をしてるんですけれども、そ

の辺の会長の御見解を示していただきたいと思います。 
○会長 ありがとうございます。 
あとお一人。 

○Ｋ委員 幼稚園長代表のＫです。 
前回の答申を見て、適正化のところを見たんですけれども、その中で、対象の認定として、大規模校、小

規模校ということを上げてあって、その後、学校規模の適正化のための原則ということで、大きな項目を上

げてあるんですけれども、今回のこの案を見ましたら、最後、「学校規模適正化のための原則」ということで、

箇条書きで五つ上がっているわけですけれども、後「⇒資料」というふうになってるんですが、上の部分と

同等の扱いをした方がいいんじゃないかなと思うんですけれども。 
以上です。 

○会長 ありがとうございました。 
２ページの、項目だけが並べてあって、あと、資料を末ということになっているのを本文に入れてはどう

かという御意見でありました。 
ほかいかがでしょうか。 
どの点でも結構ですので。 
そうしましたら、一たん区切りまして、また、御意見ございましたら出していただきたいと思います。 
私へのお尋ねもありましたし、一応、審議会案として提案をいたしましたので、３人の委員の皆さんから

出された意見につきまして、私の方の考えを述べて、お諮りしたいと思います。 
１点目の、８ページ、「学校規模適正化をすすめるにあたって」の「①統合にあたって」というところで、

最後２行、モデル校として最大限の支援が必要であるということではあるけれども、すべての子どもの学力

の向上、あるいは安全・安心といいますか、いじめや差別のない学校建設、さらには、地域、保護者と一体

となった地域ぐるみでの参画型の学校経営といいますか、そういった点について、さらには、施設を含めて

の全面的な支援について、もう少し中身を書き込んではどうかという御意見がありました。 
御指摘のとおりだと感じながらお伺いをしておりました。きょう、ではこうですかというのをすぐ持ち合

わせておりませんので、できましたら、Ｍ委員の御意見を踏まえて、ここ、あと数行ふやすような形で、少

し丁寧に記述、説明をしてはどうかというふうに考えております。 
記述の関係で言いますと、前後しますが、２ページのところの、学校規模適正化の原則につきまして、①

から⑤まで、項目だけで、あと資料という形になっている。これを本文に入れてはどうかという御意見であ

ります。私もそのあたり、大変迷ったところでありますが、資料というのも変な形でありますので、そうい

う御意見がせっかくありましたので、もともとの案は入れておったんです。少し後ろへ下げたらどうかと、

いろいろ、意味というよりも、むしろ技術的なことで迷っておりましたところですが、かえって不自然な感

じも、御指摘のとおりいたしますので、資料という部分をもう本文に入れまして、学校規模適正化のための



原則を本文で再確認をするということで、最終、審議会案にしていけばと、御意見受けとめております。 
２番目に出していただきました、Ｄ委員からの、今回の答申の評価にかかわってのところであります。 
２点あったというふうに理解をしております。 
一つは、大規模校、小規模校の是正が図られていないのではないかという点が１点であったと思います。

本審議会あるいは前審議会も含めまして、審議の直接的な目的は、大規模校あるいは小規模校の解消、是正

ということであります。そういう意味では、なかなか均一にはなりませんでしたが、先ほど読み上げてもら

いました、学校規模適正の一つの物差しといいますか、基準として示されておりますラインにつきましては、

何とかクリアできたんではないだろうかというふうに考えております。もちろん、規模の大きな学校、規模

の小さな学校というのは、これでも残るわけでありますが、小学校で２学級、複数学級、そして、中学校で

４学級というような目標は、何とかクリアできたんではないだろうかと思います。 
２点目の、この調整区との関係で、調整区をこういった形で新たに設けることにつきまして、第一に心配

をいたしましたのは、それによって、大規模校、小規模校の是正がならないのではないかということが最大

の心配でありましたけれども、もちろん、これはふたをあけてみないとわからないという状況ですが、１０％

から５０％の範囲内での、たとえ移動であったとしても、適正規模の範囲内におさまる見通しが立ったとい

うことで、調整区の設定に踏み切らせてもらった次第であります。 
２点目につきましては、調整区の設定そのものがふえてるじゃないかと、前審議会では、調整区をもうな

くせと、それを前提に考えろということであったのに、本審議会案は逆行してるじゃないかということの御

指摘につきましては、事実でありますし、私自身も、全くそのとおりであります。以前、お示しをいたしま

した、会長試案を思い出していただいたらありがたいんですけれども、会長試案でも、その意味では、基本

的に調整区を設けないという形で提示をさせてもらいました。しかも、大規模校、小規模校が、よりクリア

な形で是正されるということで、平成２５年あたりまでの児童推計も見渡しまして、私としては、最善のも

のとして会長試案を示させていただいたところであります。 
しかしながら、その後の区長会、ＰＴＡ、議会、さまざまなところでの意見で、対立点が多々生じました。

Ｄ委員にも、大変その調整で御苦労願ったところでございますが、どうしてもその対立が解けない、区とし

ての地域コミュニティを大切にしたい、そういう意見と、児童推計数、あるいは中学校区を単位とした新し

いコミュニティの形成という、この二つが、実際の線引きでは、なかなか一本の線にまとめ切ることができ

なかった。私の力不足も含めまして、そういうことではないだろうかと思います。 
しかし、だからといって、現状の大規模校、小規模校の是正を放置するというわけにもまいりませんので、

苦肉の策といいますか、とりあえず、従来の、区を単位としたコミュニティを尊重いたしましょうと。しか

し、規模是正が図られるような通学校区の設定をいたしましょうと。その範囲で設定をすると、調整区は一

体どうなるんだろうかということで、今回、調整区を設けた次第であります。 
何度も言いますが、私としては、当初の会長試案が一番、通学距離の面から言いましても適切ではないか

というふうに考えておりますが、校区コミュニティか、あるいは通学距離や規模是正を最優先するか、どち

らかということは、もう最終的に、地元の住民の皆さんに判断を願うしかないということであります。 
そういう意味では、３年、４年たっていくうちに、１割から５割のどの辺で落ちつくのか、新しい住民の

皆さんもおられますし、地元からもともとコミュニティを支えてこられた児童・生徒の保護者もおられるわ

けです。そのあたりのことが、最終的にどのあたりに落ちつくのかということによって、むしろ、これから

の住民の皆さんの判断によって、調整区が一本の線になっていくということに期待せざるを得ないのではな



いかというふうに至ったのが、そのとおりであります。調整区は設けるなということで、前審議会から引き

渡しを受けました。また、Ｄ委員がおっしゃるとおり、コミュニティ、コミュニティと言いながら、向かい

の子どもはあっちへ行くと、うちはこっちへ行くと、お互い、交差しながら通学するというのはおかしいん

じゃないかと。全くそのとおりでありまして、それが児童生徒の最善の利益とどう合致するのかと言われま

したら、もうそれも全くそのとおりでありまして、大変申しわけない形でしか、取りまとめができておりま

せんが、とりあえず、今、合意できるのは、このあたりではないかというところで、何とか御理解をお願い

したいと思います。 
議会でもいろいろな御意見があって、かなり、取りまとめなり御苦労をおかけしたというふうには伺って

おりますが、何とかそういったことで御理解をお願いできたらと思います。 
ほか、いかがでしょうか。 
全体につきまして、また、先ほどと同じ委員の皆さんでも結構ですので、御意見、御提案ありましたら、

よろしくお願いしたいんですが。 
○Ｄ委員 大変御苦労だと思っています。 
この案について、何も私は反対しているわけではございませんけれども、ただ、先ほども、会長、いみじ

くもおっしゃいましたように、これは、あくまで、私は、一時しのぎの案でしかないのではないのかなと、

こう思ってます。 
こういう審議会の場で、前々回ですか、どなたか委員さんがおっしゃいましたけれども、お互いにバック

の集団を持っている中で、なかなか各自の委員の意見を取り入れていると、あるいは地域の要望を取り入れ

ると、こういう案になってしまうのかなと、こう思うんですけれども、そういう意味で、私、今後の要望で

ございますけれども、やはり市長なり、あるいは教育長、教育委員会を含めて、強いリーダーシップを持っ

て、会長は、当初、会長試案で示された最善の案とおっしゃられましたけれども、それに近いようなことを、

近いうちに強いリーダーシップを発揮してやっていただくということを私はお願いしたいと思います。 
それと、この教育問題審議会案の中に、一つぜひ入れていただきたいのは、今、市財政も大変厳しい状況

にはございますけれども、そのことをもって、子どもを犠牲にしないと、こういう意味の文言はぜひ入れて

いただきたいなと。教育を犠牲にしないということは、子どもの、先ほども言いましたように、最善の教育

を受ける権利を保障するということは、やはりぜひつけ加えていただきたいなと、このように思います。 
○会長 ありがとうございます。 
財政の話にもなりますので、そういった提案、教育長、いかがですか。 

○教育長 市長あるいは教育長、教育委員会が強いリーダーシップを発揮して、子ども達にとって最大の、

最良の校区編成を、あるいは学校適正化を図ることが必要であるというＤ委員の御指摘については、また、

市長にも十分伝えます。検討していきたいと思いますし、まさにそのとおりであるなというふうに痛感をし

ております。 
財政の犠牲にならないようにというようなお言葉につきましては、副市長、それから、財務部長も委員と

して参画をいただいておりますので、受けとめていただけるものというふうに判断をしております。 
○会長 ありがとうございます。 
ほか、いかがでしょうか。 

○Ｃ委員 Ｄ委員もおっしゃられたように、やっぱり本来、市長、教育長のリーダーシップで、こういう事

項は決着つけなければいけないのかなというふうに考えております。 



会長は、当初の原則論で提案されて、こういう形になるということにいろんな苦慮をしたと思うので、感

謝いたしたいと思います。 
それで、やっぱりこの資料は、例えば、飛び地や調整区を廃止し云々という原則に立っていっております

から、これ外さないと、１つにすれば、矛盾がかなり生じてくるので、これは外すべきだと思うんですけれ

ども、一体化するという本文とこの関係ですよね、資料というの。 
この原則論から出発したわけですけれども、それに則って会長試案が出され、地域コミュニティ等の意見

の中で、学校コミュニティ、地域においても、やっぱり実際にぶつかる諸問題に関連しまして、一定、こう

いう判断を余儀なくされているということだと思います。 
そういう意味では、資料を一体化するというのはどうかと思いますので、それ、会長も分離するというふ

うにおっしゃられたんで、そう理解させていただきます。 
○会長 いや、分離するではなくて、もう本文に入れてはということでお話させてもらったんですが。 
○Ｃ委員 あ、そうなんですか。本文に入れると。 
ということは、過渡的に、今後もこういう原則でいくということを明示するというご意志でございますか。 

○会長 そうです。ですから、大きな２番目の項目は、前審議会が一体何を述べたのかということを再認識

しましょうということでありましたので、前審議会は、こういう考え方でやってきましたということとして、

それで、もちろん、前審議会の、その飛び地、調整区につきましても、でき得る限りということが書いてあ

ります。今回につきましては４ページから始まるわけでありますが、実は、それがもう実現できなかったと

いうことで、最後の⑤の文章につながっていく。つまり、今回の適正化に当たっては、何々との方向で審議

を行ってきた。しかし、できなかったと。しかし、この原則は堅持していこうということで、そういうこと

で御理解願いたいと思います。 
○Ｃ委員 細かい点、ちょっとお聞きいたしますけれども。 
調整区はそれで結構だと思いますが、ちょっと気になるのは、樽井小学校区と雄信小学校区と信達小学校

区が重なっているところですよね、２６号線の泉南トンネルをちょっと下がってきたところなんだと思うん

ですけれども、この辺、ちょっといろいろ入り乱れてるんじゃないかというふうに、ちょっと懸念しており

ます。鳴滝小学校区関係の、市役所の通り、それから、２６号線ということで、そこを調整区にするという

ことは、これはこれで結構なことなんですけれども、この地図で言えば、もうちょっと左側ですよね、緑と

柿色と赤が交差しているところですね、この辺がちょっとあいまいなんじゃないかなというふうに懸念して

おりまして、調整区云々じゃなくて、これ完全に境界を引いたままそのとおり施行していくということなの

かということが１点。 
文書の文字面の問題なんですけれども、雄信小学校と樽井小学校区の再編ということに絡んで、再編とい

うのは、最初誤解して地域の枠組みを変えるかなというふうなことも、文字面からそう理解したんですけれ

ども、再編ということは、この項目の説明である限り、サザンコーストを調整区にすると、その１点に尽き

るということを確認したいと思います。 
２点です。 

○会長 雄信と信達と樽井のこの赤とオレンジと緑の境界のところは、これは現行の校区のままで、今回の

審議会では特にいじっていないラインなんですが、それではあれなんでしょうか。 
○Ｃ委員 ちょっと誤解があれば訂正していただきたいんですけれども、２６号線の海手の方ですね、そこ

から２６号線を越えて信達小学校、中学校へ行ってる、いますよね、子どもたち。この地図は、厳格に、そ



こはこの枠で区切ってくれてるんですか。そこがちょっと不明なんですよ。 
いや、この地図である限り、２６号線で区切ってるのか、ちょっとこれ大ざっぱなんで、細かいところが

見えませんので、その点だけ。 
鳴滝第一、第二小学校の周辺の調整区域というのは明示されてるから、それはいいんですけれども、一部

調整区云々する必要、小さなエリアだと思うんですけれども、それはどうなのかということを正確にちょっ

と教えてほしいんですよ。 
○会長 事務局の方でわかりますか。Ｃ委員の。 
○Ｃ委員 わかりやすく言えば、例えば、馬場番地の人が信達小学校に行ってるとか、樽井番地の人が信達

小学校に行ってるとかあると思うんですよ。だから、そこをもうちょっと正確にお知らせしていただきたい、

説明していただきたい。 
○教育部次長 
今、Ｃ委員の方から御指摘いただきましたところにつきましては、今回の調整区にはなっていない。現状

のままで考えている部分でございます。 
ただ、実際の問題といたしまして、馬場１丁目の一部につきましては、本来の校区でございます学校に通

学路が一部整備されていないというふうな事情がございまして、子ども達の安全のために、信達小学校に指

定校を変更しているというふうなケースが確かにございまして、２６号線を越えて信達小学校に通学してい

るというふうな実態がございます。 
○Ｃ委員 樽井地番はないんですか。馬場地番だけですか、子ども達は。 
○教育部次長 樽井の２丁目の一部につきましても、信達小学校に通っているというふうな部分がございま

す。 
○教育部参与 今、Ｃ委員おっしゃっているところにつきましては、馬場１丁目の一部についてはそのとお

りなんですが、樽井２丁目等につきましても、一部につきましても、実は、ここの場所につきましては、こ

の国道ですね、これがつく以前というんですか、それから、地番が１丁目、２丁目になる前につきましては、

もともとこのあたりについては、非常に信達小学校に近いということで、もともと信達小学校に通っていた

というところになりまして、それで、今回、校区再編に当たってはこのあたりも一定考えたんですが、現校

区のままということで、再度、提案させていただきました。 
○Ｃ委員 だから、私が指摘したことはそうだということなんです。樽井地番の子ども達、あるいは馬場地

番の子ども達の一部が信達小学校に行っていると。この現状に対して、樽井区及び馬場区には説明は今回し

ていますか。それで、一応確認とっていただいてるんですかね。その必要はないという判断なのかもわから

ないんですけれども、その点、ちょっと説明いただけますか。 
僕は、別に合意できればそれで構わないし、あえて反対するという気持ちは全くありませんが。 

○Ｅ委員 これがこの調整区域になった部分と、そのまま、調整区域がなくなってますやんか。トンネルの

手前の、これ言うてはるわけでしょう。それの説明ちゃんとして。調整区域にするんやったら、この部分も

調整区域に、前回のままやったらせないかんやろということ。わかります。 
○教育部長 Ｃ委員の質問でございますけれども、地元の区長、地元の方々に説明しているのかということ

ですけれども、一応、馬場区につきましては、馬場区長さんには、一応、そのような趣旨で説明をしてござ

います。 
樽井区の方につきましても、樽井区の方から、こういうふうな提案もいろいろいただいておりまして、先



ほどの説明のような説明を一応させていただいております。 
この馬場のところにつきましては、泉南トンネルの海側ですね、ここにつきましては、校区は雄信小学校

区ということでございますけれども、非常に雄信小学校へ行くのに、非常に遠回り、道の整備ができており

ませんので、非常に遠回りをして、その辺の交通安全、防犯とか、その辺の、児童の安全性を考えて、校区

指定の変更ということで、一応そういうふうな申請をしていただいて、信達小学校へ行っているというのが

現状でございます。 
○Ｃ委員 Ｅ委員おっしゃっていただいたように、そういうことで言えば、厳密に言えば調整区にしなきゃ

いけないわけですよね。それはもう少数だから、それはもうそのままにしておくということなんですかね。 
その辺、ちょっと解釈をきちっとしていただきたいと思います。 

○会長 もし事務局から補足があれば、していただいたらいいんですけれども。 
校区の再編あるいは調整区の設定につきましては、大規模校の是正、小規模校の解消にかかわる部分のみ

今回変更すると。それ以外は現状維持でいくということでありますので、今、Ｃ委員から言われた点に、個

別のふくそうした事情があったとしても、もう現状のままいくということで、議論の対象にはなっていない

ところだというふうに御理解願いたいと思います。 
ですから、このこと、ここに調整区を設けることによって、どの学校の大規模校の是正や、どの学校の小

規模校の是正という説明がつかなければ、調整区という議論が出てくる余地はないと思います。 
ただし、現状において、一部矛盾があると。個別の特殊なケースが存在をしているということでありまし

たら、それは校区再編の議論ではなくて、その特殊なケースを、今後、個別事例として認められるかどうか

というのは、通常の教育行政の範疇の中で御判断していただければいいんではないだろうかと思うんですが、

いかがでしょうか。 
○Ｃ委員 関空山の手台とか、バスとかコミュニティバス、学校バス等で運行するところまで書かれてるん

で、そうであれば、雄信小学校が、６学級、７学級しかないという現状で、それは再編にもかかわるかなと

いうふうな論点は一部は成立すると思うんですけれども、それはもう強弁いたしませんので、判断はお任せ

したいと思います。 
○会長 ですから、矛盾点が確かにあるということは、そういうことでありますので、少し今後の教育行政

の運営の中で、特殊なケースとして認めていくのかどうかは、課題として受けとめておいていただきたいと

いうふうには思います。 
ただし、本審議会での、校区再編の対象ということでは、少し対象外になると思いますので、御理解願い

ます。 
ほか、いかがでしょうか。 

○Ｑ委員 今の議論なんですけれども、僕も今見ててそうなんですけれども、５ページの、具体的課題のと

ころの、信達小学校の解消のところを見たときに、例えば、具体案の１として、信達樽井線より大阪側とい

うのが入ってますね、ここに。ちょっと地図を見たら、第２阪和より、海側がすべてそういう調整区になる

のかなというふうに思ったんで、ここに信達樽井線より大阪側というのが入ってるんですね。これ、前の案

では入ってなかったんですね、ここが。入ってるから、先ほど、信達小学校の一部ちょこっと出てるやつが、

その現状のままということなんですね。 
わかりました。 

○Ｅ委員 この説明下手くそなんや。この道を渡って行ったら危ないから、ここで線を引きましたと。そう



いう説明せな。その一部、信達小学校区にしてしもたから、Ｃ委員さんが言うてるように、なぜ、ここも調

整区域にしないのかと言うてくるわけです。その説明ちゃんとせな。と思います。 
○会長 前回のやつで言うと、国道で切っていたので、海側と、それやったらわかりやすいけれども、この

市役所の前の道で大阪側と切るので、左のこのところがややこしい問題が起こってくるということなんです

ね。 
ということで、一応、しかし、あくまで、現状の校区を尊重いたしましょうと。可能な限り現状の校区を

尊重いたしましょうということで、少し戻した形の線引きをさせていただいているということで御理解願い

たいと思います。 
事情というか、そういうややこしい話が起こってくる事情が、今、Ｑ委員からもおっしゃっていただきま

した、Ｅ委員からもありましたので、わかりましたが、一応そういうこととして理解をお願いしたいと思い

ます。 
可能な限り、現状の校区を残そうということで、国道の海側だけれども、現状の校区ということで、ほん

の気持ち、調整校区を少しでも小さくしようということも含めてこうなっているということで御理解願いた

いと思います。 
ほか、いかがでしょうか。 

○副会長 先ほど、Ｄ委員が言われたことは、私も非常に重要なことだなと思うんです。 
やっぱり調整区に関しては、前審議会の基本原則の中でもでき得る限り、ちょっと文章がこの８ページと

違いますけれども、前の審議会の言葉に直した方がいいと思いますけれども、でき得る限り、調整区を廃止

し、また、新たに設置しないものとするという前提で、我々もこの審議に対応してきたと。 
しかし、伝統的な地域コミュニティというものが存在して、そこをやはり踏まえざるを得ないということ

で、この調整区を、ある面では、新たに設置したと。これやっぱり逆行するんじゃないかと。かつ同時に、

調整区ということは、本質的な解決にならないじゃないですかと、どうするんですかと、こういう御質問、

御意見が出ることは十分承知しておると。 
問題は、この８ページ、書きぶりで非常に難しいと思うんですけれども、８ページの、「将来的には」、以

下のこの文章ですね、この３行ですね。ここをどう、今の原則論と、こういう伝統的な地域コミュニティと

新たな教育コミュニティとの、ある面で調整といいますか、ここを、現在はこういう案を出したんだという

ところの、何かもう一つ工夫が要るかなと思うんです。 
例えば、しかしながら、将来的には、動向を注意して、今回残された調整区については、例えば、子ども

の最善の利益を中心に据えた、新たな教育コミュニティとしての単一校区とするためにというか、もっと能

動的に、十分な検証を行っていくというような、何かもう少しちょっと強めの表現が、この「将来的には」

から「必要がある」の３行のところにもう少し工夫が要るかなというふうに率直に思います。 
○会長 ありがとうございました。 
調整区のところの後段の部分ですね、特に。書き方も含めて、調整区の解消という方向が一層明確になる

ような表現の修正が要るんではないかということで、先ほどの、Ｄ委員からの意見を、もう少し文章でその

ことが伝わるようにしようという提案であったと思います。 
ほか、御意見いかがでしょうか。 

○Ｐ委員 
今、副会長おっしゃられたように、最終的には、その動向を見た上で、きちっと整理をしましょうという



ところについては、ほんとに賛成できると思います。 
ただ、最終的に判断をするところは、また、再度、教育問題審議会を立ち上げるのか、はたまた、市長、

教育長ラインで決めてしまうのかと言うと、私は若干違うんじゃないかなというふうに思います。 
泉南市には５名もの教育委員さんがおられて、ずっと泉南市の教育行政について議論していただいている

というふうに思うんですが、最終的には、独立した行政機関でもありますから、教育委員会は。教育委員さ

んのリーダーシップのもとでやっていただけたらいいんじゃないかなというふうに思います。 
以上です。 

○会長 ありがとうございます。 
ほか、いかがでしょうか。 

○Ｅ委員 ささいなことなんですけれども、これ、資料の中の一小と二小のこの合計数、６年生のとこ、こ

れ３８て、これ４９人でええん違うんですか。小計のとこで。１２と３７やから。３８になってんやけれど

も、どっちが間違ってるんですか。 
○教育部次長 資料の合計が間違っております。申しわけございません。 
○会長 ６年生のとこですか。６年の小計ですね。 
はい、わかりました。ありがとうございます。 

○Ｋ委員 全く別件ですが、地図を見ながら思ったんですけれども、りんくうタウンのところに、イオンの

前あたりに、今、住宅が建ってるように思うんですけれども、それは、この校区の中にきちんと明記、色の

中に入ってるんですかね。 
入ってないんじゃないかなと思ったんですが、もしそうだったら、どの部分を伸ばすのか。 

○Ｅ委員 入ってますよ。黄色の部分が岡田の、西信達小学校です。 
○Ｋ委員 踏み切りを渡って行ったところ。 
○Ｅ委員 そうです。踏み切り渡ったところから入ってます。これ。 
○Ｋ委員 鳴滝の坂下ったところ、あ、入ってるんですか。新しいところ、ああ、そうですか。 
○会長 ちょっと部長に説明してもらいましょう。 
○教育部長 今言われている部分につきましては、全部、この太い黒の線ですね、この中には一応入ってご

ざいます。 
りんくうタウンの中は、一応、これ住宅が認められておりません地域でありますので、その部分は当然入

っていないということでございます。 
今言われている箇所につきましてはすべて入ってございます。 

○会長 ほか、いかがでしょうか。 
○Ｑ委員 先ほどから出てる議論とちょっとかぶって申しわけないんですけれども、先ほど、Ｄ委員の方か

ら、財政的な問題も含めてという話もございましたし、Ｍ委員さんの方から、８ページの、統合に当たって

の２行の、やっぱりもっと丁寧にという会長さんのお話もあったんですけれども、やっぱり統合となってく

ると、教育行政だけでは当然これできない話でもありますし、やっぱり総合行政として、ここをしっかりと

やっていくんだという部分も含めて必要なんかなというふうに感じております。 
また、これから、これがこのまままとまっていけば、審議会案として一つの流れをつくっていくとは思う

んですけれども、そうなってくると、私たち審議委員としても、市民の方に、やっぱりこういう形でまとま

っていきますという話も、当然、これから先出てくる話でもありますので、当該地区に住んでるからという



こともあるんですけれども、審議委員としては、副市長、財務部長も含めて委員として構成されております

ので、もし、代表してでも副市長の方からでも、そういった部分も含めて、何かコメントをいただけたらな

というふうにちょっと感じております。 
○Ｒ委員 今までの議論を聞かせていただきますと、やはり財政が一番大事かなというふうに認識いたして

おります。 
ただ、現状では非常に厳しい中での運営でありますけれども、特に、やはりこれからのまちづくり、国づ

くりは、教育が一番大事だという認識は、私も教育長も、市長も含めて認識を持っておりますので、その辺

は、これからどういう形になるかという進める中において、きちっとした議論はさせていただかなければな

らないんではないかなというふうに考えております。 
ですから、最近は、特に、やっぱり教育施設に対しても、かなりシフトを置いた中での対応をさせていた

だいておりますので、当然、今後とも、引き続き、そういう対応になっていくんではないかなというふうに

考えております。 
○会長 ありがとうございます。 
審議会で、少し、議会みたいな感じになってまいりましたが、御意見いかがでしょうか、ほか。 
よろしいでしょうか。 

○Ｐ委員 すいません。ちょっと１点だけ、ちょっと簡単な質問なんですけれども。 
この資料の２ページのところに、「中学校区の教育コミュニティづくりを基盤とする適正化」というふう

に、原則の中で一つあるんですが、たしか、泉南市、泉南市というか、全国的に、平成１３年度だったと思

うんですが、文部省の教育活性化事業ですかね、３年間、予算がついて、実施され、その後、地域協議会と

いうのができて、今も信達中学校区でしたら、すこやかネットとかいうふうな形で続いていると思うんです

が、現状、教育委員会としては、この中学校区の教育コミュニティというのは形成されているのかどうかと

いうのを、一つ、ちょっと見解、参考にだけお教えいただければと思います。 
○会長 事務局の方、よろしいですか。 
○教育部参与 Ｐ委員さんの方から出ましたように、各中学校区に学校協議会がございますし、信達は信達

中学校区において、本当に、保育所、幼稚園、各小学校、そして、各種団体等が参加しまして、そういった

中学校区における教育コミュニティづくりというものが、毎年、大きな行事をもってされていますし、常日

ごろにおきましても、子育て支援等、そういった学習会というんですか、そういったものも、専門部会にお

いて取り組まれております。 
この動きは、何も信達中学校だけではなしに、先ほど言いましたように、四つの中学校区におきまして、

それぞれ活発にされております。 
そういった、年２回、特に大きな行事としましては、信達であれば「しんだちのワッ」というんですか、

ああいう会を持たれまして、信達中学校区の保護者や地域住民、また、幼稚園の子ども達、保育所の子ども

達、多くの子ども達が、本当に参加しまして、交流会を持っております。 
そういったことで、４中学校区とも、それぞれ特色を生かしまして、そういった教育コミュニティづくり

については、一定の取り組みのもと進んでいるというふうに考えております。 
今後も、教育委員会としましては、中学校区ごとの協議会の運営につきましては支援していきたいなとい

うふうに考えております。 
○会長 ほか、いかがでしょうか。 



よろしいでしょうか。 
○Ｉ委員 すいません、ちょっと質問なんですけれども。 
４ページの、適正の対象認定というところで、今まで、お話の中で、児童推移、児童推移ということで、

平成２５年度までの人数を大体推移しまして、是正するということでお話は進んでると思うんです。また、

調整区の話とか、今回の審議会案について、私は反対する意見も、賛成の方の意見なんですけれども、ただ

一つ、ちょっと質問したいのは、平成２５年になりました。児童の人数を見たところ、人数が多かったとこ、

まだ大規模校だと。例えば、まだ小規模校だと。そうすれば、この文章で言うと、もう一度話し合いをしま

しょうとかというような感じで受けとめられるんですね。 
そしたら、２５年度になったときに、もう一度、話、審議会として立ち上げて、お話をするのか。２５年

をめどにしましょうということで、そしたら、２５年になったときに、もう一度お話し合いをされるんでし

ょうか、どうか、そういうことなんですけれども。 
○会長 今回の線引きに当たりましては、児童推計というのが大変大きな役割を果たしていまして、あくま

で推計でありますが、一定の年限を切って、推計を出してもらっているわけであります。その時点になって、

Ｉ委員おっしゃるとおり、推計どおりではなかったと。大規模校だと、あるいは小規模校の是正ができてい

ないときにどうなるかということだと思います。 
私も、確かに心配はありますけれども、本審議会としましては、そこまでの見通しが、可能な限り、最大

の科学的な根拠でありまして、その時点でこうなっておれば、再度、審議会を立ち上げるとかというような

ことにまでは、審議会としては、今後の取り組み方について、縛りといいますか、規定はできない、あるい

はそこまでは諮問を委員長から受けていないということで、あくまでも、現状のもとでの見通しを立てた、

大規模校、小規模校の是正のあり方について諮問をされているというふうに理解をしております。 
先ほど来出ておりました、調整区をなくしていくということにつきましても、その議論はどこで始まるの

か、いつから始まるのか、だれがやるのかというようなことにつきましても、本審議会としては、やむを得

ず、調整区をつくってしまったけれども、なくしていくというのが原則ですということまででありまして、

調整区の動向によっても、随分と学校規模が、今後２年、３年のうちに変わってくると思います。そのあた

りのことは、申しわけないですが、本審議会では、そこまで今後の方向を規定することはできないというふ

うに御理解願えないでしょうか。 
あとは、もう、ですから、また、もう一度、審議会を立ち上げてとされるのか、教育委員さんがおられる

ので、そこで議論してもらおうということになるのか、どういった形、どういった時期になるかということ

につきましては、今後にゆだねるということになろうかと思います。 
ほか、いかがでしょうか。 
よろしいでしょうか。 

○Ｃ委員 １点だけ、資料的な先ほどの１０％から５０％の話なんですけれども、水差すわけじゃないんで

すけれども、サザンコースト、調整区にしましたけれども、今、やっと樽井の５号踏み切り拡幅しまして、

サザンコーストから樽井小学校への通学路をきちっと整備して、もうこの２月、３月ぐらいから動き始める

んですよね。だから、逆に、サザンコーストから男里川を下っていくとか、非常に交通の危険性とかいろい

ろあるので、これ簡単に１０％から５０％と書かれておりますけれども、僕としては、これはあり得ないこ

とだろうなと思っておりますので、若干それだけ言い添えておきたいと思います。 
○会長 ありがとうございます。 



そうしましたら、ほか、特にございますでしょうか。 
よろしいでしょうか。 
いろいろ御意見をいただきましてありがとうございます。 
大きな変更点といいますか、修正点といたしましては、一つは、前審議会が示しました、学校規模適正に

関する考え方、原則ですか、本日の資料では、最後の資料として２ページ入れておりますが、これを本文の

中に挿入すると、本文の一部として採用するという点での修正を一つ加えたいと思います。 
二つ目は、８ページのところで、「統合にあたって」という①の項目がございますが、モデル校として最

大限の支援が必要であるという、この部分につきまして、Ｍ委員あるいはＱ委員の方からありました点を踏

まえて、内容を少し膨らませて、行を足して、修正を加える。これが２点目であります。 
３点目は、これは、一番議論になりました、調整区のことにつきまして、８ページの⑤になりますが、単

一校区を目指すという方向を、もう少しはっきりわかるように、表現の修正を行っていく。 
こういった３点の修正、１ヵ所は、もうそのまま文章の移動ですので、はっきりわかりますが、８ページ

の①と⑤につきましては、文章の一部修正という形で対応をしたいと思っております。 
修正した分につきましては、既に示されている、①、⑤の中身を超えることはございませんので、一応、

会長の私の方に、修正文については御一任いただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 
よろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 
○会長 ありがとうございます。 
前の審議会で大きく議論になりました、鳴滝第一、第二小学校の統合、あるいは調整区ということの設定

を含めた線引きにつきまして、一部、一任されました修正点は残しますが、審議会案としての大筋の一致を

見たものと思います。 
これを、審議会案として、今後、市民の御意見を求める場に提出していきたいと思いますので、再度、御

確認をお願いしたいんですが、これで、審議会案ということでよろしいでしょうか。 
（「異議なし」の声あり） 

○会長 ありがとうございます。 
それでは、今後のスケジュールでありますが、それを審議会案といたしまして、市民から広くパブリック・

コメントを求めていくことになります。 
条例で定められた手続に沿って作業が進んでまいると思いますが、市の広報にパブリック・コメントを求

める記事を掲載していただくとなりますと、逆算をいたしますと、３月号ということになるそうであります。

意見を聞く期間に１ヵ月が必要となってくるということでありますので、３月から４月にかけてということ

になります。 
パブリック・コメントを求める方法につきましては、既に条例で定めてあるとおりでありますので、あえ

て復唱はいたしませんが、そういった市民からの声を整理いたしまして、最終的な審議会としての答申案の

会合を、４月の中旬に持ちたいと思います。それが第１０回の審議会になると思います。その中で、パブリ

ック・コメントの意見を踏まえて、さらに調整が必要かどうか、最終的な議論の場になりまして、４月の下

旬、審議会の答申をまとめるための第１１回といいますか、最終の審議会の開催という段取りで御案内申し

上げていきたいと思いますので、日程につきましては、また事務局を通じて連絡いたしますので、４月中旬

と下旬、新年度の慌ただしい時期でありますが、御協力、よろしくお願いしたいと思います。 



熱心に御議論いただきまして、一部修正も含めて、ようやく審議会案という形にまでまとめていただきま

して、ありがとうございます。 
本日の議事につきましては、これで終了といたします。 
事務局の方から、何か連絡がありましたら、よろしくお願いいたします。 

○教育長 第９回の教育問題審議会の閉会に当たりまして、一言、教育委員会事務局を代表いたしまして、

お礼を申し上げたいと思います。 
きょう、第９回で教育問題審議会が終了したわけではございませんけれども、きょうは、第１回、平成１

８年７月からずっと今日まで、子ども達の利益を最優先ということで考えていただきまして、校区再編につ

いて御議論をいただいてきたところでございます。 
本日、審議会案として、ほぼまとまったということでございまして、本当にうれしく思っております。一

部、修正ということはございますけれども、皆様の熱心な御議論によりまして、審議会案にほぼまとまった

ということにつきまして、本当に心から御礼を申し上げさせていただきたいと思います。 
本日は、本当にありがとうございました。 

○教育部長 それでは、先ほども会長の方からありましたように、第１０回教育問題審議会、また、最終の

教育問題審議会の日程が決定次第、御案内を送付したいというふうに考えておりますので、よろしくお願い

いたします。 
それでは、第９回教育問題審議会はこれをもって閉会いたします。 
委員の皆様方、どうも御苦労さまでした。 
ありがとうございました。 

 


